
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則               

五
五
六 

　告

　示 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件                                       

五
五
六 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                           

五
五
六 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
件                   

五
五
七 

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
取
り
消
し
た
件                 

五
五
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
規
則
第
五
十
九
号 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
五
号
中
「
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
。
」
を
「
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則

第
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
百
四
十
八
条
第

一
項
」
を
「
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
六
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５

　契
約
の
相
手
方
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
の
提
出
に
代
え
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方

法
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
保
証
契
約
の
相
手
方
た
る
銀
行
若
し
く
は
確
実
と
認
め
る
金
融

機
関
又
は
保
証
事
業
会
社
が
定
め
、
発
注
者
が
認
め
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
は
、
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四

　過
去
二
年
間
に
官
公
署
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
九
十
九
条
第
九
号
に
掲
げ
る
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
等
を
含
む
。
）
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ

た
り
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。 

第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
下
水
道
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

西
向
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

換
地
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
二
月
三
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　
　
　
　月
二
十
二
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

田
村
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
土
地
改
良
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十

五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と
し
て
、
当
該
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し

た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
七
年
十
二
月
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

根
本
英
二

　根
本
国
五
郎

　根
本
留
之
助

　渡
邊
ト
ラ

　芳
賀
保
義

　木
村
清
一

　鈴
木
康
矩 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

　１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。 

　２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
七
年
福
島
県
告
示
第
七
百
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
公
安
委
員
会 

　
　
　
　
　
　

 
                      

                                       

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ０ ３ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 講 習 機 関
に 係 る 指 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。  

令 和 ７ 年 12 月 ２ 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  

１   指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に そ の 者 が 指 定 講 習
機 関 の 業 務 を 行 っ て い た 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地  

名 称   有 限 会 社 富 岡 自 動 車 学 校  
住 所   福 島 県 双 葉 郡 富 岡 町 大 字 大 菅 字 川 田 195  
代 表 者 の 氏 名   堀 内   正 芳  
事 務 所 の 名 称   富 岡 自 動 車 学 校  
事 務 所 の 所 在 地   福 島 県 双 葉 郡 富 岡 町 大 字 大 菅 字 川 田 195  

２   指 定 を 取 り 消 し た 特 定 講 習 の 種 別  
普 通 免 許 、 二 輪 免 許 及 び 原 付 免 許 に 係 る 初 心 運 転 者 講 習  

３   指 定 取 消 年 月 日  
令 和 ７ 年 11 月 ６ 日  

（ 運 転 免 許 課 ）  
                       
福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ０ ４ 号  
  道 路 交 通 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 105 号 ） 第 108 条 の 32 の ２ 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許
取 得 者 等 教 育 の 認 定 を 次 の と お り 取 り 消 し た 。  

令 和 ７ 年 12 月 ２ 日  
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  

１   認 定 を 取 り 消 さ れ た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運 転 免 許 取 得 者 等
教 育 の 業 務 を 行 っ て い た 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地  

名 称   有 限 会 社 富 岡 自 動 車 学 校  
住 所   福 島 県 双 葉 郡 富 岡 町 大 字 大 菅 字 川 田 195  
代 表 者 の 氏 名   堀 内   正 芳  
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施 設 の 名 称   富 岡 自 動 車 学 校  
施 設 の 所 在 地   福 島 県 双 葉 郡 富 岡 町 大 字 大 菅 字 川 田 195  

２   認 定 を 取 り 消 し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称  
⑴   運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 課 程   大 型 自 動 車 等 初 級 課 程  
⑵   規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 課 程   自 動 二 輪 車 等 初 級 課 程  
⑶   規 則 第 １ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 課 程   シ ル バ ー 課 程  
⑷   規 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 課 程   特 別 課 程  
⑸   規 則 第 １ 条 第 ８ 号 に 掲 げ る 課 程   上 級 課 程  

３   認 定 取 消 年 月 日  
令 和 ７ 年 11 月 ６ 日  

（ 運 転 免 許 課 ）  
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